
三次市みよし運動公園陸上競技場電光表示設備改修工事プロポーザル実施要領 

 

三次市みよし運動公園陸上競技場電光表示設備改修工事の内容並びに同工事に係る公募

型プロポーザルの各種手続、要件及び審査等の内容については、次のとおりとする。 

 

１ 事業の目的  

三次市のスポーツの拠点である「みよし運動公園」内の陸上競技場電光表示設備について、

老朽化による不具合を解消するため、中国実業団陸上競技選手権大会や広島県高等学校駅伝

競走大会などのハイレベルな大会の開催を踏まえた上で、高度な技術を有し、かつ事業スケジュ

ールを遅延させることなく改修を行うことができる事業者を、公募型プロポーザル方式により選

定するものである。 

  

２ 事業の概要  

⑴ 事業名称  三次市みよし運動公園陸上競技場電光表示設備改修工事  

⑵ 事業内容  「三次市みよし運動公園陸上競技場電光表示設備改修工事仕様書」（以下 

「仕様書」という。）のとおり  

⑶ 履行期間 契約締結日から令和９年３月１５日まで  

⑷ 限度額  245,300,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加することができる者は、公募開始の日から契約締結日までにおいて、

次に掲げる要件を全て満たしているグループ又は複数の企業の共同体（以下「グループ等」とい

う。）を結成した者とする。 

⑴ グループ等の代表者は、令和７・８年度三次市競争入札参加資格者名簿に登載されてい 

ること。また、各構成員は、グループ等協定書により市に連帯責任を負う旨の協定を締結す 

ること。 

⑵ 統括役割を担う代表者を１者選定し、その代表者が本市との連絡窓口となり、事業の遂行 

の責を負うものとする。 

⑶ 参加表明時に、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。 

⑷ グループ等の代表者は、広島県内に本社・本店又は支店・営業所を有するもの。ただし、 

支店・営業所の場合は、電気工事業の許可を有し、契約権限の委任がなされているもの。 

⑸ グループ等の代表者は、国税(法人税、消費税及び地方消費税)及び市税(法人市民税、 

固定資産税・都市計画税及び軽自動車税)の未納税額がないこと。ただし、市税について 

は、事業所が三次市内にある場合に限るものとする。 

⑹ グループ等の代表者は、令和７・８年度三次市建設工事入札参加資格者名簿に記載され 

ていること。その時点での経営規模等評価結果通知書における電気工事の完成工事高が 

あるもので、令和７年度・８年度三次市建設工事入札参加資格審査申請書提出時における 
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経営規模等評価結果通知書の電気工事の総合評定値が９３５点以上あるもので、電気工 

事業の特定建設業許可を有するもの。 

⑺ グループ等の代表者は、過去１０年以内（平成２７年４月から令和７年３月末竣工分）に国、 

都道府県又は市町村から電気工事で発注された電気設備工事の元請施工実績を有する 

もの。また、グループ等の代表者は、平成２８年度以降に国又は地方公共団体を発注者と 

し、大型映像装置(フルカラーＬＥＤ映像方式電光表示設備)に関する事業について元請とし 

ての受注実績を有している、または国又は地方公共団体と直接契約の実績を有しており、 

当該業務の履行に十分な知識と経験を有していること。ただし、共同体による実績の場合 

は、代表者での実績とする。 

⑻ グループ等の構成員は、令和７・８年度三次市建設工事入札参加資格者名簿に記載され 

ているもので三次市内に本社・本店を有するもの。 

⑼ グループ等の構成員は、国税(法人税、消費税及び地方消費税)及び市税(法人市民税、 

固定資産税・都市計画税及び軽自動車税)の未納税額がないこと。 

⑽ グループ等の構成員は、令和７年度三次市建設工事入札参加資格者名簿（電気工事）に 

記載されているランクがＡのもの。 

⑾ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。)第１６７条の４第１項各号の 

いずれにも該当していないこと。 

⑿ 本工事の公募開始の日から契約締結の日までの間に、令第１６７条の４第２項の規定によ 

り、市の入札参加制限を受けていないこと。 

⒀ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっ 

ては、裁判所による更生計画の認可がなされていること又は民事再生法(平成１１年法律第 

２２５号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては、裁判所による再生計画の認 

可がなされていること。 

⒁ 破産法(平成１６年法律第７５号)に基づく破産の申立てがなされていないこと。 

⒂ 自己、自社又はその経営に実質的に関与している者が、暴力団員による不当な行為の防 

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同法第２条第６ 

   号に規定する暴力団員又はそれらに関連すると認めるに足りる相当の理由のある者でない 

   こと。 
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４ プロポーザルのスケジュール  

本プロポーザルのスケジュールは以下のとおりとする。ただし、受付等は三次市の休日を定め

る条例（平成１６年三次市条例第２号）に基づく市の休日を除く９時から１２時まで及び１３時から１

７時までとする。（郵送の場合は、期限日の１７時必着とする。）  

項 目 日 程 

１ 公募の開始 令和８年４月１０日（金） 

２ 質問の受付期限 令和８年４月１７日（金） 

３ 質問の回答 令和８年４月２１日（火） 

４ 参加申込書の提出期限 令和８年４月２４日（金） 

５ 参加資格要件の審査結果通知 令和８年４月２７日（月） 

６ 企画提案書等の提出期限 令和８年５月２０日（水） 

７ プレゼンテーション・ヒアリング 令和８年５月２５日（月） 

８ 審査結果の通知及び公表 令和８年５月２７日（水）予定 

９ 仮契約締結 令和８年６月上旬予定 

１０ 本契約（議会による議決後） 令和８年６月下旬予定 

※プロポーザルの実施時期等は、状況により変更する場合がある。  

  

５ 質問の受付及び回答  

⑴ 受付期間 令和８年４月１０日(金)から令和８年４月１７日（金） 

⑵ 提出方法 電子メールにより提出するものとし、提出後、提出先に電話連絡を行うこと。 

⑶ 提出書類  質問書(様式第 1 号)  

⑷ 提出先   三次市地域共創部共生社会推進課スポーツ推進係 

E-mail sports@city.miyoshi.hiroshima.jp 

TEL ０８２４‐６２‐６５５３ 

⑸ 回答日   令和８年４月２１日(火) 

⑹ 回答方法 市ホームページに掲載する。 

⑺ 留意事項 

① 提出方法以外の方法による質問については、受付及び回答しない。 

② 同様の質問が多数あった場合には、一括して回答する。 

③ 質問者の商号は公表しない。 

④ 本プロポーザルの公正な実施に支障が生じる恐れがあると本市が認めた質問について

は回答しないことがある。 

⑤ 質問の回答は実施要領と同等の効力を持つものとする。 

⑥ 現地確認等は、要望に応じ対応する。現地確認等を行う場合は、事務局へ事前に連絡 

すること。なお、現地確認等の具体的な手順等は事務局が指示する。 

mailto:sports@city.miyoshi.hiroshima.jp
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６ 参加申込書の受付  

⑴ 提出書類・必要部数 

① 参加申込書(様式第２号) 正本１部、副本２部 

② 添付書類 正本１部、副本２部 

  ア グループ等構成表（様式第３号） 

   ※担当役割及び連帯責任に関する協定書等の写しを添付すること。（任意様式） 

イ 会社概要(様式第４号の１) 

ウ 企業状況表(様式第４号の２) 

エ 有資格技術職員内訳表(様式第４号の３) 

オ 各役割の責任者事業実績表(様式第４号の４) 

カ 同種または類似事業実績表（様式第５号） 

キ 最新の経営規模等評価結果通知書 

ク 暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書(様式第６号の１) 

ケ 役員等氏名一覧表(様式第６号の２) 

コ 施工実績・受注実績については、実績を判別できる書類を添付するものとする。 

③ 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) １部(正本に添付) 

④ 国税の納税証明書 １部(正本に添付) 

⑤ 市税の納税証明書(未納税額のない証明) １部(正本に添付) 

⑵ 提出期限 令和８年４月２４日(金)１７時(必着) 

⑶ 提出方法 提出先への持参又は郵送 

⑷ 提出先〒728-8501 三次市十日市中二丁目８番１号 

三次市地域共創部共生社会推進課スポーツ推進係 

⑸ 留意事項 

① （１）④及び⑤については、提出日から３ヶ月以内の発行日のものとすること（写し可）。 

なお、⑤については、事業所が三次市内にある場合に提出すること。  

② 添付書類等にはインデックスを付し、Ａ４サイズファイルに綴じ込むこと。 

 

７ 参加資格要件の審査及び結果の通知  

参加申込書を提出した者（以下「参加申込者」という。）の参加資格要件を審査し、審査結果 

を参加申込者に通知する。なお、審査結果の通知は、令和８年４月２７日（月）を予定している。 
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８ 企画提案書等の提出 

⑴ 提出書類・必要部数 

① 企画提案書等提出届(様式第８号) 正本１部、副本７部 

② 添付書類 正本１部、副本７部 

ア 提案概要(様式第９号) 

イ 概算見積書(様式第１０号) 

ウ 事業実施方針・体制(様式第１１号)  

エ 施工計画(様式第１２号) 

オ 電光表示設備(様式第１３号) 

カ 保守・維持管理計画(様式第１４号) 

キ その他の配慮点・独自の工夫(様式第１５号) 

ク プレゼンテーション用資料（様式任意） ※用意は任意 

⑵ 提出期限 令和８年５月２０日（水）１７時(必着) 

⑶ 提出方法 提出先への持参又は郵送 

⑷ 提出先  〒728-8501 三次市十日市中二丁目８番１号 

三次市地域共創部共生社会推進課スポーツ推進係 

⑸ 企画提案書等の記載方法 

下記の全項目について、図示、図解、画像の使用を可能とする。 

① 提案概要 

ア 提案概要はＡ４サイズとし、提案書全体の概要を記載すること。 

② 概算見積書 

ア 概算見積書には、総額(消費税及び地方消費税相当額を除く)を記載すること。 

イ 作業項目ごとの内訳を記載すること。 

③ 事業実施方針体制 

ア 事業の実施方針・体制について記載すること。 

イ 市内企業の参画など地域経済への貢献に配慮している内容を記載すること。 

④ 施工計画 

ア 施工計画を記載すること。 

イ 施設の継続利用に配慮した内容を記載すること。 

ウ 施設の周辺住民や環境に配慮した内容を記載すること。 

⑤ 電光表示設備 

ア 設備の仕様・性能・機能等について記載すること。 

イ 施設利用者等、全ての関係者に配慮した内容を記載すること。 

ウ 幅広い活用方法について記載すること。 

⑥ 保守・維持管理計画 

ア 維持管理計画について記載すること。 
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イ 維持管理費の低減等の視点で、工夫する点があれば記載すること。 

ウ 緊急対応、保守点検体制等について記載すること。 

⑦ その他の配慮点・独自の工夫 

ア 本事業において、特に配慮した点や独自の工夫を記載すること。 

   ⑧ プレゼンテーション用資料 

     ア プレゼンテーション用資料の用意及び資料の様式については、任意とする。プレゼン 

テーション用資料を用意しない場合は、企画提案書等提出届（様式第８号）の該当項 

目に取り消し線を引くこと。 

⑹ 留意事項 

① 企画提案書のフォントサイズは、注釈等を除き、原則として１２ポイント以上で作成する

こと。 

② 添付書類にはインデックスを付し、Ａ４サイズファイルに綴じ込むこと。 

③ 企画提案事項の目的と効果が明確となるよう記載すること。 

④ 企画提案書等の提出後の修正、差し替え、再提出又は撤回することは認めない。 

⑤ 企画提案書等の提出を辞退する場合には、提案辞退届（様式第７号）を提出すること。 

⑥ 提出期限までに企画提案書等が提出されない場合には、企画提案を辞退したものとみ

なす。 

 

９ 企画提案の審査 

⑴ プロポーザル審査委員会 

本プロポーザル方式における適正な審査を実施するため、「三次市みよし運動公園陸上競 

技場電光表示設備改修工事プロポーザル審査委員会」を設置し、企画提案書等を提出した 

者(以下「提案者」という。)のヒアリング及び企画提案内容について審査及び評価を行う。 

⑵ ヒアリングの実施 

① 実施日時等 

ア 実施日 令和８年５月２５日（月） 

イ 実施場所 広島県三次市十日市中二丁目８番１号 三次市役所 

※詳細は、提案者に別途通知する。 

② 留意事項 

 ア 提案者は、企画提案内容について具体的に説明するものとし、正誤訂正を除き、企画

提案書等に記載された事項以外の説明は認めない。また、追加資料の配付も禁止す

る。 

イ 制限時間は４０分以内とし、内訳は、事前準備(５分以内)、プレゼンテーション(２０分

以内)、ヒアリング(質疑応答)(１０分以内)、片付け(５分以内)とする。なお、ヒアリング

の終了後は、速やかに後片付けを行うこと。 

ウ 出席者は５名以内とし、原則として、業務責任者が説明者となること。 
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エ ヒアリングに必要な備品(パソコン及び周辺機器)は、提案者が用意すること。ただし、

プロジェクター１台、スクリーン１台、モニター１台、電源については、本市において用意

する。 

オ ヒアリングの順番については、企画提案書等の受付順とする。 

カ ヒアリングは非公開とする。 

キ 詳細については、原則として本市の指示によるものとする。 

⑶ 審査の実施 

ヒアリング及び企画提案の内容について、「評価基準」に基づき、（個別評価)を行う。 

⑷ 受託候補者の選定方法 

ア 「評価基準」に基づき、総得点第１位の者を受託候補者として選定する。また、総得点第

２位の者を次点受託候補者として選定する。 

イ 総得点第１位の者が２者以上いる場合には、審査委員会において、受託候補者となる１

者を選定する。 

ウ 業務の質を担保するため、評価における最低基準点(７０点/１００満点)を設けるものと

し、最低基準点未満の評価であった者は、総得点が第１位であっても、受託候補者として

選定しない。 

エ 提案者が１者のみの場合でも審査等を実施し、最低基準点以上の評価となった場合に

は、受託候補者として選定する。 

⑸ 評価基準 

ア 審査基準及び配点 

評価 

項目 
評価の視点 配点 

基本的事項 

過去１０年度以内に国・地方公共団体を発注者とした大型映像装

置に関する受注実績を有しているか。 
５ 

募集の趣旨を十分理解し、提案内容全体を通して、独自の工夫・ 

ノウハウの提案があるか。 
１５ 

施工計画・ 

内容・実施 

体制 

限られた施工期間内に、安全かつ正確に工事を完了させる実施

体制が確保されているか。 
１５ 

施設の継続利用への配慮が十分であるか。 １０ 

機器仕様及

び機能拡張 

ＬＥＤ表示部の仕様、規格及びデザイン性 ５ 

幅広い利用を想定した創意工夫があるか。 ５ 

操作内容のマニュアルが整備され、操作が容易であるか。 ５ 

維持管理 

保守管理体制、故障時の対応等が適切であるか。 １５ 

維持管理計画や経済性が適切であるか。 １０ 

電気料等のランニングコスト削減の工夫が図られているか。 ５ 

見積金額 価格に妥当性があるか。 １０ 
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１０ 審査結果の通知及び公表 

⑴ 審査結果の通知 

審査結果については、全ての提案者に通知するとともに、市公式ホームページに掲載する。 

なお、審査結果等に関する異議申し立ては受け付けない。 

⑵ 受託候補者の公表等 

審査結果の通知後、市公式ホームページにおいて、以下の事項を公表する。 

ア 受託候補者の商号 

イ 全ての提案者の総点（受託候補者以外の提案者名は公表しない。） 

 

１１ 協議・契約 

市は、受託候補者の企画提案を踏まえ、受託候補者と仕様等について協議を行ったのち、見

積書を徴し、予定価格を下回った場合、随意契約により契約を締結する。ただし、この契約は、

議会の議決を経ることで契約の効力が発生する仮契約となる。なお、参加申込書で提出された、

グループ等の構成員又は協力会社等の変更は認めない。 

また、受託候補者と協議及び契約が調わない場合には、次点の受託候補者と協議及び契約

を締結することができる。 

本案件は議会の議決後に本契約とする。 

 

１２ 失格事項 

次のいずれかに該当する者が行った参加申込又は企画提案は、失格とする。 

⑴ 提出書類に虚偽の記載を行った者 

⑵ 審査の公平性を害する行為を行った者 

⑶ 提案上限額を超える見積額を提示した者 

⑷ プレゼンテーション等を欠席した者又はプレゼンテーション等の開始時間から５分以上遅 

れて参集した者 

⑸ 契約締結日までに、参加資格要件を欠いた者 

 

１３ その他留意事項 

⑴ 本プロポーザルに係る書類作成等の一切の経費は、参加者又は提案者の負担とする。 

⑵ 本市へ提出された書類は返却しない。 

⑶ 原則として、書類提出後の差し替え、修正等は認めない。 

⑷ 市は、提出された書類について、プロポーザル方式の実施のために使用又は複製すること 

ができる。 

⑸ 提出された書類に含まれる著作物の著作権は、提出者に帰属する。ただし、あらかじめ市 

が提出者に通知することにより、その一部又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写を 

いう。）することができるものとする。 
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⑹ 書類の提出にあたり、必要な著作権等の手続きは、提出者が行う。 

⑺ 参加者は、複数の参加申込又は企画提案を行うことはできない。また、グループ等の構成 

員又は協力会社等は、複数の参加者の構成員又は協力会社等となることはできない。 

⑻ 市は、提出された書類について、三次市情報公開条例（平成１８年三次市条例 第７号）の 

規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。 

⑼ 本プロポーザルに使用する言語は日本語、単位は計量法(平成４年法律第５１号)に定め 

るもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

 

１４ 担当部署  

三次市 地域共創部 共生社会推進課 スポーツ推進係 

〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目８番１号 

TEL ０８２４‐６２‐６５５３ FAX ０８２４‐６２‐６２３５ 

E-mail sports@city.miyoshi.hiroshima.jp 

mailto:sports@city.miyoshi.hiroshima.jp

